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（届出概要） 

 

１．届出者及び届出年月日等 

   届出者：東京電力ホールディングス株式会社 代表執行役社長  

小早川 智明 

   届出年月日等： 

（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく届出） 

平成３０年９月７日（原管発官３０第１０１号） 

   補正年月日等： 

（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく届出の一部補正）  

平成３０年９月２７日（原管発官３０第１２６号） 

 

２．発電所の名称及び位置 

名称：福島第二原子力発電所 

位置：福島県双葉郡楢葉町及び富岡町 

 

３．発電所の出力及び周波数 

出力：   ４，４００，０００ｋＷ 

第１号機：１，１００，０００ｋＷ（今回届出分） 

第２号機：１，１００，０００ｋＷ 

第３号機：１，１００，０００ｋＷ 

第４号機：１，１００，０００ｋＷ 

周波数：５０Ｈｚ  

 

４．届出範囲 

６．放射線管理施設 

６．１ 放射線管理用計測装置 

（３）固定式周辺モニタリング設備 

６．４ 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格 

６．５ 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 

（１）品質保証の実施に係る組織 

（２）保安活動の計画 

（３）保安活動の実施 

（４）保安活動の評価 

（５）保安活動の改善 

 



   

５．工事の種類・内容 

種類：発電用原子炉の基数の増加の工事以外の変更の工事（放射線管理施設） 

内容：固定式周辺モニタリング設備の改造 

 

６．届出理由 

放射線管理施設の固定式周辺モニタリング設備のうち、空間放射性粒子濃度測定装置Ｎ

ｏ．１（以下「ＤＭ－１」という。）については、発電所敷地外の富岡町毛萱地区に設置し

ていたが、東北地方太平洋沖地震に伴う津波により流失した。 

富岡町毛萱地区は、今後復興ゾーンとして整備されることから、取付箇所は発電所敷地

内の北側敷地境界付近とすることとし、取付箇所の変更を行う。 

 

 

（工事開始期限の延長） 

 

  延長後の期間：届出を受理した日から９０日までの間（当該期間内に原子力規制委員会

が通知したときは、その日までの間） 

  通知年月日 ：平成３０年１０月５日（原規規発第１８１００５７号） 

 

 

（確認概要） 

 

１．確認内容 

今回の届出に係る工事計画届出書本文、「放射線管理用計測装置の構成に関する説明書」、

「放射線管理用計測装置の系統図及び検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲

及び警報動作範囲に関する説明書」、「耐震性に関する説明書」、「構造図」、「設計及び工事

に係る品質管理の方法等に関する説明書」、「発電用原子炉の設置の許可との整合性に関す

る説明書」等に加え、別記のとおり東京電力ホールディングス株式会社から追加で提出の

あった内容も併せて確認した。 

本件は、（ⅰ）当該移設工事の内容が、施設の保全ないし管理のための措置の範囲内に

とどまり、かつ、安全性を向上させるものであること、（ⅱ）本発電所については新規制

基準適合の適合性審査を申請しておらず、当該移設工事がいわゆる再稼働の準備には当た

らないと考えられること、さらに、（ⅲ）本発電所については、使用済燃料プール内の使

用済燃料が既に長期間冷却されていることなどからみて、直ちに保安のための措置を講じ

なければならない状態にはないこと、などを踏まえれば、新規制基準の全ての要求事項へ

の適合を直ちに要求するまでの必要はないと考えられる。 

したがって、適合性確認については、「東京電力福島第二原子力発電所のダストモニタ

の移設工事に係る取扱い及び敷地境界付近のモニタリング設備の信頼性について」（平成

３０年１０月２４日、第３７回原子力規制委員会）に基づき、「実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に関する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第６号）」（以下「技

術基準規則」という。）のうち改正前の技術基準規則において要求されていた範囲内で、

その適合性を確認するものとする。 



   

確認した結果、以下のとおり核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制法」という。）第四十三条の三の

九第３項第一号に規定する発電用原子炉の設置の許可との整合性、同項第二号に規定する

技術基準規則のうち改正前の技術基準規則で要求されていた範囲内において適合するも

のであること、同項第三号に規定する「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設

計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則（平

成２５年原子力規制委員会規則第８号）」（以下「品質基準規則」という。）に適合するも

のであることを確認した。 

 

・発電用原子炉の設置の許可との整合性については、届出に係る内容が、福島第二原子力

発電所原子炉設置変更許可申請書（平成２１年８月１４日許可までの申請に係るもの。）

の本文に記載された放射線管理施設の構造及び施設の変更を要するものに該当しない

ことから、許可を受けたところによるものである。 
 
・当該空間放射性粒子濃度測定装置は、技術基準規則第三十四条（計測装置）第１項第十

三号で要求している空間放射線粒子濃度を測定するためのものであり、計測結果を表示

し、記録することができるものであることから、技術基準規則第三十四条（計測装置）

第４項の規定のうち改正前の技術基準規則において要求されていた範囲内において適

合する。 
 
・耐震性については、「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601（日本電気協会）」等

に基づき、当該設備の耐震重要度分類（Ｃクラス）に応じた耐震設計が適切になされて

おり、技術基準規則第五条（地震による損傷の防止）第１項の規定に適合する。 

 

・構造強度については、クラス１、クラス２、クラス３、クラス４、原子炉格納容器、炉

心支持構造物及び安全弁等のいずれにも分類されず、かつ、重大事故等対処設備に属さ

ないため、技術基準規則第十七条及び第五十五条の対象外である。 

 

・設計及び工事に係る品質管理の方法等については、品質保証の実施に係る組織、保安活

動の計画、保安活動の実施、保安活動の評価及び保安活動の改善に係る事項について、

安全文化を醸成するための活動、不適合の報告及び処理、業務プロセス、設計管理のグ

レード分け等を含めて品質保証計画として定められており、品質基準規則に適合する。

なお、調達先に対しては、工事の重要度に応じて調達先の評価を行っており、調達管理

のプロセスについては、工事監理等により確認するとしている。その上で検査としては、

検査の項目（外観検査、組立・据付検査、性能検査等）について、品質管理項目一覧と

して整理しており、各検査の判定基準、工程、体制等を要領書等に定めて実施すること

としている。 

 

２．処理意見 

本工事計画は、原子炉等規制法第四十三条の三の九第３項の規定のうち、改正前の技

術基準規則において要求されていた範囲内で適合しているものと認められる。 

 


